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　獨協大学は「2021年度対面授業再開のための感染症防止対策検討部会」を設置し、全学的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り
組んでいます。

◆ 冊子『感染症防止の道標』を発行しました
2021年度の授業を開始するにあたり、本学の感染症防止対策および獨大生に実行してもらいたい事柄
を解説した冊子『感染症防止の道標～一人ひとりの行動が未来を紡ぐ～』を発行しました。本学ポータル
サイト「PorTaⅡ」にログイン後、ダウンロードできます（※１）。獨大生のみなさんは、必ず読んでください。
※１ PorTaⅡ ＞ ダウンロードセンター ＞ 学生用フォルダ ＞ 情報の入手

◆ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または濃厚接触者に特定された場合
※新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法および学校保健安全法施行細則により「第一種感染症」
（下表参照）であるため登校禁止となります。

◆ 体調不良の場合
登校せず「出校可否フローチャート」（※２）に従ってください。
体調が悪いと感じた場合や、海外から帰国した場合も「出校可否フローチャート」（※２）に従ってください。
※２ PorTaⅡ ＞ ダウンロードセンター ＞ 学生用フォルダ ＞ 健康管理・健康相談
　　よりダウンロードしてください。

◆ 感染拡大防止啓発ポスターをリニューアルしました
本学若手職員が制作した感染拡大防止啓発ポスターを、学内に展開しています。獨大生のみなさんに、感染予防について立ち止まって考えて
もらうことを意識して作成したものです。ご自身だけでなく、友人や家族など周りの人たちと共に、感染症防止について考え、行動しましょう。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

みちしるべ

冊子『感染症防止の道標』の表紙に
は、本学イメージキャラクターどく太
くんがマスクを付けて登場

こちらQRコードのフォームより、現状をお知らせください。
入力内容を確認次第、保健センターより連絡します。

　学校保健安全法および学校保健安全法施行規則に定める下記の感染症にかかった場合、または疑いのある場合には、登校せず速やかに
近隣の主治医または医療機関で診察を受けてください。
⇒その結果、感染症と診断された場合または濃厚接触者と特定された場合は、直ちに保健センターHPの「感染症入力フォーム」に入力し、
送信してください。
　詳細はHPをご覧ください。

その他の感染症 ⇒ 感染性胃腸炎（ノロウイルス等による）・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎等

感染症について　〈保健センター〉

❶予防接種が推奨されている病気（麻疹・風疹・流行性耳下腺炎
など）でまだかかったことがなく予防接種を受けていないもの
がある場合は保護者・医療機関と相談の上、予防措置をとる

❷ 咳が続く時や体調不良、発熱時（37.5度以上）には、早めに
医療機関に相談する

　自分でできる感染予防

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器
症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属
MERSコロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）
COVID－19（新型コロナウィルス）

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳、麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、
風疹（三日はしか）、水痘（水ぼうそう）、咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

第一種

第二種

第三種

学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症

❸うがい・手洗いの習慣を身につける
❹規則正しい生活をする
❺十分な睡眠時間と栄養バランスのよい食事を心がける
❻流行時期は、人ごみを避ける
❼咳が出ている時はマスクを着用する

覚えておこう！ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置場所
　AED（自動体外式除細動器）とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心臓に対して、電気ショックを与
え、正常なリズムに戻すための医療機器です。2004年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになりました。本学では、学内の
22ヶ所に設置しています。いざという時にどこのＡＥＤが一番近いか判断できるように設置場所をしっかり覚えておきましょう。

設置場所

・ 東棟  1階西エレベーター前
・ 東棟  2階東エレベーター前
・ 西棟  １階防災センター前壁面
・ 西棟  ３階３１２教室前壁面
・ 4棟  1階男子トイレ側壁面
・ 6棟  1階エレベーター前
・ 天野貞祐記念館  1階正面入口付近
・ 天野貞祐記念館  3階エレベーター前
・ 中央棟  1階守衛所前
・ 中央棟  3階エレベーター前
・ 35周年記念館  2階学生食堂通路
・ 35周年記念館  アリーナ事務室受付

・ 35周年記念館  トレーニングルーム内
・ 学生センター 1階エレベーターホール横
・ 学生センター ２階トレーニングルーム内
・ 学生センター ４階エレベーターホール横
・ 学生センター 別館エントランスホール奥壁面
・ グラウンド管理施設内
・ 東門守衛所内
・ 越谷グラウンド
  クラブハウス管理室内
・ 敬和館受付
・ どく太くんバス内 

設置形態の一例

　獨協大学では、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平成25年法律第27号）や関連のガイドラインを遵守しながら、学生及び学生の保証人の個人情報を取扱う場合に生じる人権侵害から個
人を保護するために、「個人情報の保護に関する規程」「個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する規程」を定め、個人情報の適正な収集、利
用、管理及び保存を図り、本学での個人情報の取扱いに伴う本人の権利、利益及びプライバシーの保護に努めています。
　一方で新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、遠隔授業実施による個人情報の収集、キャンパス内の移動履歴の把握、日々の健康状態
チェックなどにより、これまでにも増して個人情報収集の機会やその種類が増しています。個人情報の保護に関する法律によれば、保有する個
人データについて、原則として本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じら
れていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人情報を取り扱う場合には、例外として、本人の同意を得るこ
となく、目的外利用や第三者への提供等の適用も含めて対応することが可能とされています。もちろんその場合も、本学では提供するデータの
項目及びその利用目的、安全管理措置等を考慮して対応いたします。

１．対象とする個人情報について
　獨協大学の「個人情報の保護に関する規程」において対象としている「個人情
報」とは、生存する個人に関する情報であって、本学の学生（オープンカレッジ受講
生を含む。）、卒業生その他在籍した学生の情報、学生の保証人の情報をいいま
す。個人の名前が記載されている情報だけでなく、他の情報と容易に照合すること
ができ、それにより特定の個人を識別することができるものや、マイナンバー（個人
番号）や遠隔授業実施や検温用サーモグラフィ利用等による顔画像や音声など
の個人識別符号も含みます。また「個人データ」とは、学生の個人情報などを電子
ファイル化などにより検索できるように体系化したもので、本学が組織的に保有し
ている個人情報データベースを構成する個人情報をいいます。
　また、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪により害を被った事実その他
本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、その取扱いに特
に配慮を要する「要配慮個人情報」も対象としています。

2．利用目的の特定
　学生及び保証人の個人情報は、以下のとおり、本学の教育研究及び学生支
援に必要な業務を遂行するために利用します。また、卒業後に大学及び同窓会か
らの連絡、各種証明書の交付のために利用することがあります。
（1）学生の個人情報の利用目的
入学関係：入学志願者に対する選抜試験運営、入学手続き（編入学、再入学

を含む）、大学案内送付
学修関係：学生証交付、履修相談・学修指導、学業奨励、履修登録、教職等

諸資格課程登録、授業・試験運営、学修支援、成績処理、単位認
定、進級・卒業判定、諸資格判定、学位授与、協定校単位互換に
よる履修、長・短期海外留学、国際交流

学籍関係：休学・復学・退学・除籍手続、転学部・転学科手続
学生生活：学生生活全般にかかわる指導・助言、福利厚生施設の紹介、奨学

生選考、修学支援新制度選考、奨学金交付・償還、定期健康診
断、日常的な健康相談、定期的な健康状態の把握、カウンセリング、
課外活動支援、弔慰、災害見舞、キャンパス内の移動履歴の把握

進路関係：キャリア（進路）形成支援、求職登録、就職斡旋、資格取得のため
の課外講座運営

施設等利用：図書館、情報インフラ・ネットワーク、教室、体育施設等
その他：各種連絡・通知、諸証明書発行、用具・備品等の貸与、学則による賞

罰、授業料納入処理、一般社団法人獨協大学同窓会の要請による
案内（ホームカミングデーの案内送付、同窓会入会、学生総合保険加
入、海外旅行傷害保険加入、卒業アルバムの写真撮影及び配布）、
獨協大学父母の会学生支援事業運営

（2）保証人の個人情報の利用目的
　学生の学修指導等に必要な連絡。各種送付物（大学ニュース、学業成績通
知書、学費納付書、大学行事案内、特別講座への参加案内、大学を後援して
いただくためのご依頼、学生向けの送付物で確実に受領される必要のある案
内、一般社団法人獨協大学同窓会・獨協大学父母の会・学友会・獨協大学
教職員組合からの案内）の発送。

（3）教職員の個人情報の利用目的
　①教職員の学内履歴管理、②雇用関係の管理、③健康・医療情報の管理の
目的で利用します。なお、教職員の人事情報は、人事管理目的で利用するのが原
則ですが、一定の手続きを経て、学内の他業務用途に利用することがあります。

3．適正な収集・利用目的の通知等
（1）適正な収集
　個人情報の収集は、学生本人から、適正かつ公正な手段により収集します。な
お、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項等の
調査を目的とした個人情報の収集は行いません。また、要配慮個人情報の収集を
行う場合には、原則として、あらかじめ学生本人の同意を得た上で収集します。
　なお、本学はその教育課程において、学生の個人データに、成績、健康管理、
課外活動などの情報を付加したものをデータベース化し、「保有個人データ」として
います。
（2）利用目的の通知等
　個人情報を収集した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除
き、その利用目的を本人に通知し、又は公表します。また、利用目的を変更した場合
は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表します。
　なお、本学の各窓口において申請手続が行われる場合には、目的外利用を
行わない旨の通知を掲示物で表示することで、本人に公表したものとみなしてい
ます。
（3）目的外利用等
　学生、保証人から収集した個人情報をやむを得ず前述の利用目的以外に利用
した場合は、その旨及び内容を速やかに本人及び個人情報保護管理者（学長）
に書面により通知します。なお、目的外利用は必要な場合のみ限定的に行うことと
しています。

４．個人データの第三者への提供
　本学では、あらかじめ本人の同意を得た上で、学生の個人データを以下のとおり
第三者に提供することがあります。
　また、これ以外に提供の必要性が生じた際には、その都度、本人への意思確認
を行います。
　なお、本学は、学生の在学時及び卒業後のきめ細かなサービス提供のため、学
生及び保証人の個人データに関して、一般社団法人獨協大学同窓会と共同利
用させていただいています。

個人情報保護に関する獨協大学の取り組みについて

（1）学生の学業成績等、学修状況を学生の保証人に提供する場合
　本学では、保証人（ご父母等）と連携した個別学修指導を教育上有用な取り
組みと考えており、学期末の成績が確定した段階で保証人宛に「成績通知表」を
送付し、学修状況に関する問い合わせや相談等に応じています。また、父母懇談
会においても、学生の単位修得状況や進級・卒業条件の充足度などを保証人の
皆様に提示しながら、学生の進学や就職、学生生活に関して個別面談を行って
います。
　「個人情報の保護に関する規程」に基づき、学生本人が同意しない場合、原
則として当該学生の学業成績等、学修状況に関する情報を保証人にお伝えする
ことができませんが、本学では学生本人から「保証人への成績開示変更届」の提
出がなければ、保証人への成績開示について同意があったものとみなします。な
お、入学後に学生本人からの求めに応じて、保証人への成績開示を停止するこ
とは可能です。
（2）学生の名簿を作成、開示する場合
　本学では、原則として学生の個人データを第三者に提供することはありません。
ただし、以下の教育指導、学生交流、卒業生交流などの場合に、請求者の安全・
管理体制を確認し、あらかじめ本人の同意を得て第三者に提供することがありま
すが、健康診断等の結果などの要配慮個人情報については、原則として提供しま
せん。
①教育指導
　遠隔授業の実施、外国語教育などにおけるｅ-ラーニング、検定試験及び実
務実習などにおいて、公共機関や学外の関連業者に教育を委託する場合。

②学友会及びクラブ活動
　学生の指導、相互交流を図るための課外活動において必要なときに、指導
教員又は担当事務局が責任を持って管理することを条件に、学生氏名、学籍
番号、連絡先のリストを作成する場合。

③同窓会活動及び同窓会の経営する株式会社デュオの営業
　本学の同窓会である一般社団法人獨協大学同窓会の諸活動（会員名簿の
管理、会報の発行及び発送、支部の運営、在学生支援、卒業アルバム製作及
び配布）並びに同窓会が学内において支援サービスのため設立している株式
会社デュオの業務（学生総合保険、海外旅行傷害保険、書籍販売、旅行斡
旋、不動産紹介、印刷請負）実施のため必要な場合。

④ゼミ、クラス及び学友会、クラブ活動における卒業生同士の会合
　大学を卒業、中退した者が相互の懇親のための会合を持つ場合等で、一般
社団法人獨協大学同窓会又は所属した指導教員から文書による依頼があっ
た場合。なお、必要に応じて、本学又は同窓会が代行して本人の意思確認を行
うことがあります。

５．データ内容の正確性の確保及び安全管理措置
　本学は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、当該個人情報を最新
の状態に保つよう努め、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置
を講じます。個人情報を収集する本学としての対応に加え、学生、教職員に対して
もPC利用に際してのセキュリティ対策への啓発や、誤操作・誤送信等による情報
漏洩を発生させない注意喚起、個人情報記載物及びそれらのデータを含む電子
媒体、PC等の持ち出し制限の強化等により指導を行っています。
　本学が個人情報の取扱いの全部又は一部を外部委託する場合は、当該個人
情報の適正な取扱いに関して契約書等で内容を明確にした上で、委託業者に対
する必要かつ適切な監督を行います。

６．開示・訂正・利用停止要求等
（1）開示
　学生本人から、当該学生が識別される保有個人データの開示を書面又は口頭
により求められたときは、身分証明書等により本人確認を行った上で、当該保有個
人データを開示します。ただし、開示請求に係る保有個人データについて開示しな
いことが相当であると判断されるときは、当該保有個人データの全部又は一部に
ついて開示しないことがあります。その際には、本人に対して、開示しない理由を書
面により通知します。
（2）訂正等
　学生本人から、当該学生が識別される保有個人データの内容が事実でないと
いう理由によって、当該保有個人データの内容訂正、追加又は削除を求められた
ときには、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、その結
果に基づき、当該保有個人データの訂正等を行います。
（3）利用停止等
　学生本人から、当該学生が識別される保有個人データの収集、利用及び提供
が「個人情報の保護に関する規程」に違反しているという理由によって、当該保有
個人データの利用停止又は消去を求められたときには、必要な調査を行い、その
求めに理由があることが判明した場合に、違反の是正に必要な限度かつ本学の
対応が可能な範囲で、当該保有個人データの利用停止又は消去を行います。

７．管理、組織体制
　個人情報保護管理者（学長）は、本学における個人情報の適正な取り扱い（収
集、利用、提供、削除等）を司る責任を有します。個人情報維持管理者（各学部
長、付属機関の長など）は、その所管する業務の範囲内における個人情報の収集
及び維持管理に関し、「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い、適正に取
り扱う責任を有します。個人情報情報管理者（施設事業部長）は、情報システムに
おける個人データを適正に管理運用する責任を有します。また、本学の個人情報
の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会（事務所管：総
務課）を設置しています。

ＡＥＤセットは、ここに入って
いますので、一緒に持って
行ってください。
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